
 - 1 - 

 

 

   報道関係者 各位 

 

 

 

 令和 3 年 11 月 5 日 

【照会先】 

 第二部会担当審査総括室 

    室長 井口 真嘉 
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日本通運（団交）不当労働行為再審査事件 

（令和元年(不再)第 60 号）命令書交付について 

 

 中央労働委員会第二部会（部会長 岩村正彦）は、令和 3 年 11 月 4 日、標記事件に関する命

令書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。 

 命令の概要は、次のとおりです。 

 

 【命令のポイント】 

  ～組合の希望する組合事務所会議室や会社大阪支店での団体交渉の開催申入れに応じな

かったことは、不当労働行為には当たらないとされた事案～ 

 

別事件の和解で団体交渉の開催場所に関する合意は成立しておらず、会社に合意違反が

あるとはいえない。会社は、団体交渉の開催という観点からは組合に特段の不利益のない会

場を手配し提案しており、組合事務所会議室や会社大阪支店での開催に応じなかったこと

の一事をもって、直ちに正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとまではいえない。  

 

 

Ⅰ 当事者 

 再審査申立人    

天六ユニオン（「組合」）（大阪府大阪市） 

  再審査被申立人   

日本通運株式会社（「会社」）（東京都港区） 

   

Ⅱ 事案の概要 

１ 本件は、組合が平成 30 年 3 月 3 日付けで会社に対し、開催場所を組合事務所会議室又は

大阪支店会議室として団体交渉（以下「団交」という。）を申し入れた（以下「30.3.3 団交

申入れ」という。）ところ、会社が、先行する中央労働委員会の別事件（以下「別件」とい

う。）における同年 2 月 27 日付け和解（以下「30.2.27 和解」という。）での合意内容を

反故にして、会社が提案する貸会議室での団交開催に固執し、よって団交が開催できなかっ

たことが、労働組合法（以下「労組法」という。）第 7 条第 2 号に該当する不当労働行為で

あるとして、救済申立てがされた事件である。 

２ 初審大阪府労委は、救済申立てを棄却し、組合は、これを不服として再審査を申し立てた。 
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Ⅲ 命令の概要 

１ 主文 

  本件再審査申立てを棄却する。 

２ 判断の要旨 

⑴ 30.2.27 和解における合意違反の有無について 

組合は、別件の第 2 回調査期日において，次回以降の団交は労使交互に提案した場所

で行うこと及び次回団交の開催場所を組合事務所会議室とすることについて合意が成立

したと主張するが、別件の全 3 回の調査調書及び 30.2.27 和解に係る和解勧告書のいず

れにも当該合意が成立した旨の記載はなく、その他，当該合意の存在を裏付ける客観的証

拠はない。 

したがって、30.2.27 和解において組合が主張するような合意の成立を認めることは

できず、会社に合意違反があるとはいえない。 

⑵ 30.3.3 団交申入れに対する会社の対応が正当な理由のない団交拒否に当たるかについ

て 

    ア 会社は、30.3.3 団交申入れに対し、組合の提案した交渉事項を前提として、団交開

催に向けた具体的な提案を行っている。会社が提案した貸会議室での団交開催につい

て、組合に格別の不利益があるとは認められず、会社の提案には、団交を行うという

観点から、合理性がある。 

イ 組合が貸会議室における団交に反対し、組合事務所会議室又は会社大阪支店会議室

を希望していた主な理由は、交渉自体への支障ではなく、労使対等や別組合との差別

の是正といった組合に対する一般的な尊重を求める意味合いの強いものであって、組

合としても、貸会議室における開催に反対し、組合事務所会議室又は会社大阪支店会

議室を開催場所とすべき強固な理由があったとまではいえない。 

  ウ 会社は組合提案の開催場所に応じることのできない理由として信頼関係が構築さ

れていない旨を主張するところ、当該事情はそれのみでは直ちに組合提案の開催場所

での団交を拒否する正当な理由として是認することのできるものではないが、上記

ア、イの事情をふまえると、会社が組合提案の開催場所に応じなかったことの一事を

もって、会社の対応が直ちに正当な理由のない団交拒否であるとまで評価することは

できない。 

したがって、30.3.3 団交申入れに対する会社の対応は、労組法第 7 条第 2 号の不

当労働行為には当たらない。 

 
 

【参考】 初審救済申立日 平成 30 年 7 月 23 日（大阪府労委平成 30 年(不)第 48 号） 

初審命令交付日 令和元年 11 月 5 日 

再審査申立日   令和元年 11 月 11 日 

 


